
　《　埋蔵文化財の取扱い手続きの手順　》

計画立案段階までにご相談ください。

　 　

通常の手続き手順を掲載しています。計画内容等により、この通りではない場合もございます。

※1　試掘調査費用は緊急の場合を除き、公費で対応いたします。農地の場合は、農地転用許可後に実施いたします。

※2　本発掘調査費用は、原因者（申請者側）の負担となりますが、個人住宅の建設や農地の天地返し等の場合には、補助制度がございますのでご相談ください。

発掘調査終了

　　埋蔵文化財が所在する地域を
　　「埋蔵文化財包蔵地」と呼びます

『埋蔵文化財の所在の有無及び
 その取扱いについて（照会）』
 文書提出

 下記書類の提出(着工60日前まで)
 ①埋蔵文化財の所在の有無及び
　  その取扱いについて（照会）
 ②発掘調査同意書及び
　　出土遺物に関する権利放棄書
 ③埋蔵文化財発掘の届出について

教育委員会へ照会
（窓口・FAXでの問い合わせ）

計画地に埋蔵文化財が存在するかどうかの確認

埋蔵文化財の保存についての協議

　遺構の深度や工法変更等により
　埋蔵文化財に影響が及ばない場合

　工法変更等が不可能で
　埋蔵文化財に影響が及ぶ場合

遺跡の発見届の提出

工事中に埋蔵文化財を
不時発見した場合

教育委員会による試掘等の調査※1

遺構・遺物があった場合

               現状保存
　　※基礎工事時に工事立会を
　　　　実施します。 手続き終了

現状保存に関する『誓約書』と
図面の提出

本発掘調査※2

工事等計画

 地図に記載された周知の
 埋蔵文化財包蔵地であった場合

　地図に記載されていないが
　埋蔵文化財包蔵地が存在する
　可能性が疑われる場合

周知の埋蔵文化財包蔵地
ではない場合

工事の一時中断

教員委員会への早急な連絡

遺構・遺物が存在しなかった場合


